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表 5 平均販売価額の算定及び交付金の交付対象となる出荷実績 

出荷実績の種類

平均販売価額の算定の対象

となるもの（確定データに

含める必要があるもの）

交付金の

交付対象と

なるもの

①

対象

野菜

以外

・指定野菜でない野菜（対象外品目） 
・指定産地外で生産された野菜（指定

野菜を含む。）

× ×

②対象野菜のうち規格外品（※） × ×

①②

以外

未加入生産者分

（指定野菜事業を同時利用しない収

入保険加入者分を含む。）

○ ×

加入生産者分 ○ ○

※指定産地外で生産された野菜は、平均販売価額の算定に含めないので、照合の際に、当該出荷実績は

削除する。一方、確定データには、加入生産者分だけでなく未加入生産者分の出荷実績も含まれてい

る必要があり、仕切データ修正の際には、未加入生産者分の出荷実績を誤って削除しないよう注意す

ること。

（注）本手引における「加入」・「未加入」の文言の定義について 

機構の平均販売価額等算定システムで作成される各種帳票及び帳票作成ツールにおいては、

収入保険制度が開始される以前から、指定野菜事業を利用している＝「加入」、指定野菜事

業を利用していない＝「未加入」という単語を使用しています。 

 このため、本手引においても、「加入」・「未加入」の単語は、収入保険に加入・未加入

の意味ではなく、「指定野菜事業を利用している（指定野菜事業に係る価格差補給金の交付

対象である）」・「指定野菜事業を利用していない（同補給金の交付対象外である）」の意

味で使用します。 

（注）初めて収入保険に加入する者の指定野菜事業の同時利用について 

 初めて収入保険に加入する者については、保険期間の２年目までに限り、指定野菜事業を

同時利用することが可能となっております。そのため、初めて収入保険に加入する生産者に

ついては、同時利用の有無をよく確認の上、当該加入者の出荷実績について、同時利用をす

る場合は、指定野菜事業の「加入」として、同時利用をしない場合は「未加入」として取り

扱ってください。 

なお、令和４年 12月の農業保険法施行規則の一部改正により、令和３年から同時に利用し

ている者については、同時利用の期間を１年間延長できることとなりましたので、ご注意く

ださい。 
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６.機構の連絡先等 

 

 
 

 

 
   

 

 
 

  

〒106-8635 東京都港区麻布台 2－2－1  麻布台ビル 
独立行政法人農畜産業振興機構  野菜業務部 交付業務課 

         TEL 03-3583-9479       FAX 03-3583-9484 
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附録４ 

照合事務に係る一問一答集 

(未定稿) 

令和４年１2 月 

独立行政法人農畜産業振興機構 

野菜業務部交付業務課 
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